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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年５月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１１月９日 １６時４０分ごろ 

発生場所 京都府伊根町鷲
わし

埼東方沖 

 丹後鷲埼灯台から真方位０９０°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３９.８′ 東経１３５°２０.０′） 

事故の概要  遊漁船シーホークは、南進中、また、プレジャーボート R
アール

・ P
ピー

・

M
エム

は、南西進中、両船が衝突した。 

 R・P・M は、船長及び同乗者が負傷し、右舷外板に亀裂等を生じ、

また、シーホークは、左舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年１１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 シーホーク、５トン未満 

   ２８１－２７２２６京都、個人所有 

   １０.３２ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.２０kＷ、平成２年８月 

Ｂ プレジャーボート R・P・M、５トン未満      

   ２５０－７６７９京都、個人所有 

   ６.２７ｍ（Lr）×２.２１ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６.２０kＷ、昭和５５年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日  平成２０年５月１３日 

      免許証交付日 平成３０年３月１２日 

            （令和５年５月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

二級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２３年４月２２日 

    免許証交付日 平成２８年３月８日 

           （令和３年４月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長及び同乗者１人） 
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 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客９人を乗せ、帰港する

目的で、令和元年１１月９日１６時１０分ごろ京都府舞鶴市舞鶴港

に向けて京都府京丹後市 経
きょう

ケ
が

岬北東方４Ｍ付近の釣り場を出発し

た。 

Ａ船は、船長Ａが操舵室内の椅子に腰を掛けた姿勢で操船を行

い、釣り客３人が操舵室後部の椅子に、釣り客６人が後部甲板の椅

子にそれぞれ腰を掛けた状態で航行を続けていた。 

船長Ａは、船首方を目視で見張りを行い、時折、左右を見ながら

約１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行し、伊根

町新井
に い

埼沖に至り、リモコン装置による遠隔操舵で舞鶴港に向けて

針路を南に変針した。 

船長Ａは、１６時４０分ごろ、鷲埼東方沖を南進中、操舵室の後

部にいた釣り客の「近い」という大声を聞き、左舷後方を見たとこ

ろ、至近にＢ船が接近していることに気付き、急いでクラッチダイ

ヤルを中立の位置としたが、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷船首部

とが衝突した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真１ Ａ船のＧＰＳプロッター画面 

 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ｂ」

という。）を乗せ、帰港する目的で、９日１６時２０分ごろ京都府宮

津市江尻の船溜
だ

まりに向けて新井埼東方３Ｍ付近の釣り場を出発し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが操縦スタンドの後方に立った姿勢で手動操舵を

行い、同乗者Ｂが船尾部で身体を左舷側に向けた状態でクーラー 

ボックスに腰を掛けて船首を宮津湾の中央付近に向けて航行を開始

した。 

× 事故発生場所 

本事故時の航跡 
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船長Ｂは、船が動揺しないように時間を掛けて約１６kn の速力ま

で増速した。 

船長Ｂは、船首方を目視で見張りを行い、時折、左右を見ながら

南西進していたところ、突然、右舷方至近にＡ船の船首部を認め、

慌ててクラッチレバーを中立の位置としたが、１６時４０分ごろＢ

船の右舷船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船のＧＰＳプロッター画面 

 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、衝突の衝撃で身体を前方に飛ばされ、船

体等で身体を強く打ち、後日、病院等を受診し、船長Ｂが頸椎捻

挫、右肩打撲傷及び右大腿部打撲傷、同乗者Ｂが頸椎捻挫とそれぞ

れ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真３ Ａ船、写真４ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも本事故現場付近が舞鶴港方向に向

かう船舶と宮津港方向に向かう船舶とが交差する場所であることを

知っていたが、帰港中に他の船舶を見掛けなかったので、減速等の

措置をそれぞれ行わなかった。 

  船長Ａは、Ａ船にレーダーが装備されていたが、本事故当時、視

界が良かったので、スタンバイ状態としていた。 

 船長Ａ、Ａ船の釣り客９人、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、いずれも救

命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鷲埼東方沖を南進中、船長Ａが船首方を目視で確認して

いたものの、船首方ばかりの見張りを行って航行を続けたことか

ら、至近に接近するまでＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

× 

本事故時の航跡 

事故発生場所 
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 Ｂ船は、鷲埼東方沖を南西進中、船長Ｂが船首方を目視で確認し

ていたものの、船首方ばかりの見張りを行って航行を続けたことか

ら、至近に接近するまでＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

船長Ａ及び船長Ｂは、時折、左右を確認していたが、互いに約 

１６kn の速力で航行していたことから、前方に意識が向いており相

手船を直前まで認めることができなかった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、鷲埼東方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が南西進

中、船長Ａ及び船長Ｂが共に船首方ばかりの見張りを行って航行を

続けたため、至近に接近するまで両船に気付かず、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・船首方ばかりではなく常時、周囲の見張りを適切に行うこと、

また、目視だけでなく、レーダーも適切に使用して周囲の船舶

を早期に発見すること。 

 ・船舶交通が交差する場所では、減速するなどして見張りを厳重

にして航行することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞鶴港方向 

宮津港方向 

兵庫県 

宮津市 

事故発生場所 
（令和元年１１月９日 
１６時４０分ごろ発生） 

× 

経ケ岬 

新井埼 

鷲埼 

舞鶴港 

宮津港 

江尻の船溜まり

若狭湾 

京丹後市 

舞鶴市 

伊根町 

京都府 

福井県 
日本海 

宮津湾 

釣り場（Ｂ船） 
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写真３ Ａ船 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船 

左舷船首部の擦過傷 

左舷船首部の擦過傷 

右舷外板の亀裂 
（ハンドレール付近） 

右舷外板の亀裂 
（船側外板） 


